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１.開会 

 

２.委嘱状の交付 

 

３.市長挨拶 

 

４.議題 

(1) 会長及び副会長の選出 

 委員の推薦により、小栗俊之会長、中野和俊副会長が選出さ

れた。 

 

(2) 児童福祉法改正に係る児童発育・発達支援センターの在り

方について 

第 1 期より審議委員を担っていただいている皆様におかれま

しては、第２期につきましても宜しくお願いいたします。そし

て、第２期より審議委員を担っていただきます皆様におかれま

しては、２年となりますけれども、どうぞ宜しくお願いいたし

ます。 

次第にもありますが、第２期の役割としましては、第 1 期に

おける審議会の役割がございましたけれども、市長より諮問の

うち、令和５年度以降の体制について、第１期の皆様によりご

審議をいただきました。本件については答申をもって結論を出

しましたが、諮問のうち２つ目である法の改正を踏まえた今後

の方向性を審議する必要があります。宜しくお願いいたしま

す。そこで、次第にもございますけれども、児童発育・発達支

援センターの在り方について審議をしてまいりたいと思います

が、その審議に入る前に、在り方を審議する上でセンターの体

制について事務局より説明をいただいたのち、皆様より御意見

をいただきたいと思います。それでは事務局よりご説明をして

いただいてよろしいでしょうか。 

 

【資料１】令和４年度児童福祉法改正について 

【資料２】令和５年度ふじみ野市立児童発育・発達支援センタ 

ー運営体制 

上記資料に基づき説明。 
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はい、ありがとうございました。只今事務局から児童福祉法

改正に係る事項について、またセンター運営について説明をし

ていただきました。児童福祉法改正については、法改正に係る

背景や役割の明確化等について明記されております。ひとまず

この報告を受けて感想等を一言ずついただきたいと思います。 

 

センターの一元化について説明を受けましたが、県内におい

ても大きな市では肢体不自由児の施設、また発達障がいや知的

障がいのある児童の施設があります。しかしふじみ野市におい

てはそのような施設は無いですよね。つまり、施設が無い状態

でこのようなセンターをつくりあげていくとなると、新たに肢

体不自由のある児童と知的に障がい等のある児童を受け入れる

施設をつくっていくという話になると思います。それは壮大な

内容で大変であると考えますし、これまでそのような施設の運

営実績がふじみ野市にはないことから、他市町村と協力してす

ること、またそのような施設と連携して体制を作り上げていく

必要はあると思います。 

 

一元化の意味と内容について事務局としてはどのように考え

ますか。 

 

法改正について、「一元化」が福祉型と医療型が１つになる

ということについては、必ずしもセンターが医療型の機能を備

えなくてはいけないのかということではなく、市の医療型の児

童発達支援事業所との連携により、市全体として捉えてサービ

スを提供できる体制を整えていければよいのか等々、今後の審

議内容に基づいてデータを当該審議会にお示し、当市に必要な

ものは何かをご審議いただければと思います。 

 

ふじみ野市としてのグランドデザインが必要なのだと思いま

す。どのような施設をつくる必要があるのか、現在の福祉型に

附帯的につくるのか、医療はどこかにお願いするのか、市とし

て総合的に行うべきなのか等を検討する必要があると思いま

す。総合的に行うとなると、資料にもありますが、人材を確保

すること、また機能訓練を行うとなるとスペースの確保等が必

要になると思うので、グランドデザインが必要であると思いま

す。 
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後藤委員 

 

事務局においては、内容をお調べいただいてまた審議会に資

料として提供していただければと思います。センター構築には

人や設備等が必要になると思いますので宜しくお願いいたしま

す。 

 

太田委員いかがでしょうか。 

 

令和４年度の児童福祉法改正内容については、いつまでに施

行など期限はあるのでしょうか。 

 

施行期日があり、令和６年４月１日からこのような形で実施

するとしております。なお、経過措置が示されておりますが、

目安としましては、令和６年４月１日付けとされております。 

 

そうなるとあと１年しかないということですよね。センター

構築にはお金がかかると思うし、また幅広い専門性のある人材

の確保等で時間が足りないのではと思います。このことについ

てはどのようにお考えでしょうか。 

 

ご質問内容につきましては、今回当該審議会に実施計画案を

提案させていただいておりますが、日程として細かい内容とは

なりますが、計画的に実施してまいりたいと思います。 

 

只今の事務局の回答を含めてでも構いませんが、原科委員い

かがでしょうか。 

 

感想になりますが、法改正に基づいて児童発達支援センター

が地域の中核的な役割が期待されておりますが、ふじみ野市に

おいては、社会資源の活用等については他の地域と異なるとこ

ろがあると思いますので、それを踏まえながら専門的なさまざ

まな機能を構築できるように審議委員として貢献していきたい

と思います。 

 

ありがとうございます。つづいては後藤委員いかがでしょう

か。 

 

医療的ケアの必要な児童の保護者にとっては、よく使えるサ

ービスに限りがあって使えないなどの話を聞くので、この一元
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事務局 

 

化についての話は良いことなのだと思いました。また市が関わ

ることはいいことだなと思います。しかし、他の審議委員から

もあったように、これを現実化するのは別問題であるなとは思

います。 

 

ありがとうございます。現実可能かとの話がありましたが、

今後その内容について審議をしていく必要があると思います。

他に委員の皆様からはありますか。 

 

※意見無し 

 

(3) ふじみ野市児童発育・発達支援センター運営審議会実施計

画について 

 

続いては、ふじみ野市の児童発育・発達支援センターの実施

計画について、事務局から説明をしていただいてもよろしいで

しょうか。 

 

【資料３】第２期ふじみ野市児童発育・発達支援センター運営

審議会実施計画（案）に基づき説明。 

 

ありがとうございます。皆様からいたいだいた意見を踏まえ

て、今後はこの計画に沿いながら今後のセンターの在り方につ

いて皆さんと共に審議をしていきたいと思います。他になにか

質問はありますか。 

 

※意見・質問無し 

 

次回以降においても、今回の説明内容等で質問がありました

らご質問をいただければと思いますので、宜しくお願いいたし

ます。 

 

(5) その他 

 

それでは、その他でございますが事務局からございますか。 

 

第２回の運営審議会の開催日程につきましては、審議委員の

皆様と調整をさせていただきますので宜しくお願いたします。 
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(皆川部長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

ありがとうございました。ひとまず今回は法改正についてと

現在の市の現状について話がありましたが、委員の皆様におか

れましては、今後も何卒宜しくお願いいたします。それでは事

務局にお返しいたします。 

 

小栗会長ありがとうございました。皆様におかれましては、

この度は貴重なお時間を頂戴し、ご審議をいただき誠にありが

とうございました。閉会にあたりまして、こども・元気健康部

長よりご挨拶申し上げます。皆川部長宜しくお願いいたしま

す。 

 

委員の皆様におかれましては、御多忙のところ御出席いただ

き誠にありがとうございました。委嘱式から引き続きとして、

第１回の審議会を開催させていただきました。先程事務局担当

からもありましたが、２ケ月に１度程度のペースで開催させて

いただきます。場合によっては、Zooｍ等を活用しまして、こ

ちらにお集まりいただかなくても会議に参加ができる方法も検

討できればと思っております。本市の児童発育・発達支援セン

ターのために今後も何卒宜しくお願い申し上げます。本日は誠

にありがとうございました。 

 

６.閉会 

 

皆川部長ありがとうございました。以上をもちまして、令和

５年度第１回ふじみ野市児童発育・発達支援センター運営審議

会を終了させていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 


